
水道をご使用のお客さま 

水道の維持管理をされている事業者の皆さま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械設備（圧力タンクなど）について、特に以下の点に注意しましょう。 

 

○ 異常があるときはメーカーなど専門家に相談しましょう。 

○ メーカー等の定期点検を年１回程度実施しましょう。 

○ 運転状況や使用年数により部品は劣化します。 

→交換時期などを表示するなど工夫して、定期的に部品の交換、修理を実施しましょう。 

○ 取扱説明書をよく読み、使用上の注意点をきちんと把握しましょう。 

○ 使用上の注意点は、分かりやすい所に掲示し、確認できるようにしましょう。 

○ 機械設備（圧力タンクなど）の上（周辺）に物を置いたり、乗ったりしないようにしましょう。 

○ 機器の耐用年数等を把握し、適切に機器の更新を行いましょう。 

大分県内の水道施設で圧力タンクが破裂し，点検中の作業員が 

死傷する事故が発生しました。（H28.11.26） 

機械設備（圧力タンクなど）の取り扱いに注意！！ 


